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資料６ 

４．まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 

(1) 第２期まち・ひと・しごと創生の現状等 

  呉市では，令和２年度（2020 年度）に呉市の第２期まち・ひと・しごと創生総合戦

略を策定し，第５次呉市長期総合計画基本構想に掲げる八つの政策分野の「目指すべき

姿」を基本目標として掲げ，前期基本計画における施策を実行することにより，国籍や

年齢，性別等にかかわらず，誰もが住みやい，住み続けたい，行ってみたいと思えるま

ちづくりを進めてきました。 

  しかしながら，呉市の人口減少の最も大きな要因である若年層の転出超過や出生数の

減少が続き，令和６年度末時点での人口は２０万人を下回る事態となっています。 

 

(2) 国の地方創生 2.0 基本構想 

  国は地方創生 2.0 基本構想（令和 7 年 6 月 13 日閣議決定）において，10 年後に目指

す姿として“「強い」経済と「豊かな」生活環境の基盤に支えられる多様性の好循環が

「新しい日本・楽しい日本」を創る”を掲げています。 

  また，それを実現するために，六つの基本姿勢と視点のもと，五本柱の政策を展開し

ていくこととしています。 

 

図１－１ 国の地方創生 2.0 基本構想の考え方 

 
※国の地方創生 2.0 基本構想から作成 
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(3) 第３期まち・ひと・しごと創生総合戦略における基本目標等 

  令和８年度（2026 年度）から５年間の計画となる呉市の第３期まち・ひと・しごと

創生総合戦略では，引き続き第５次呉市長期総合計画基本構想に掲げる八つの政策分野

の「目指すべき姿」を基本目標として掲げ，後期基本計画における施策を実行すること

により，国籍や年齢，性別等にかかわらず，だれもが住みたい，住み続けたい，行って

みたいと思えるまちづくりを進めていきます。なお，数値目標につきましては該当する

政策分野の基本政策に記載をしています。 

 

基本目標１ 若い世代が安心して子どもを産み育て，未来を創る人材を育てるまち 

基本的方向 第５次長期総合計画 第２編 基本構想 第２章 目指すべき姿 

政策分野１：子育て・教育分野に記載 

 

基本目標 誰もが，住み慣れた地域で，健やかに安心して暮らし続けることができ

るまち 

基本的方向 第５次長期総合計画 第２編 基本構想 第２章 目指すべき姿  

政策分野２：福祉保健分野に記載 

 

基本目標 多様な主体が協働し，誰もが安心して笑顔で暮らせるまち 

基本的方向 第５次長期総合計画 第２編 基本構想 第２章 目指すべき姿  

政策分野３：市民生活・防災分野に記載 

 

基本目標 文化芸術やスポーツに親しみ，生涯を通じて学ぶことができるまち 

基本的方向 第５次長期総合計画 第２編 基本構想 第２章 目指すべき姿  

政策分野４：文化・スポーツ・生涯学習分野に記載 

 

基本目標 誰もがチャレンジでき，時代を先取る産業を創造できるまち 

基本的方向 第５次長期総合計画 第２編 基本構想 第２章 目指すべき姿  

政策分野５：産業分野に記載 

 

基本目標 誰もが安全・安心で快適に暮らせる持続可能なまち 

基本的方向 第５次長期総合計画 第２編 基本構想 第２章 目指すべき姿  

政策分野６：都市基盤分野に記載 

 

基本目標 豊かな環境を次の世代につなぐまち 

基本的方向 第５次長期総合計画 第２編 基本構想 第２章 目指すべき姿  

政策分野７：環境分野に記載 
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基本目標 市民の視点に立った効率的な市政を運営するまち 

基本的方向 第５次長期総合計画 第２編 基本構想 第２章 目指すべき姿  

政策分野８：行政経営分野に記載 

 


